
　平素は運送業界に関し格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

　トラック運送事業者は、公共的物流サービスの担い手として物流の基幹的役割を果たしてお

りますが、車両価格や燃料価格等の高騰により、依然として経営は極めて困難な状況となって

おります。

　「物流の２０２４年問題」が深刻化する中、政府も軽油引取税の暫定税率を令和 8年 4月

1日に廃止することを決定しましたが、ドライバーの労働環境や賃金水準の改善に苦しむ当業界に

とっては、大きな転換期になります。

　ご承知のとおり、「物流の２０２４年問題」は、トラック運送事業者だけに課せられた問題では

なく、サプライチェーン全体で解決すべき事案であり、今後は更に物流革新に向けた取組を加

速させる必要がございます。

　つきましては、持続的で安定した良質な輸送サービスの提供が途切れることのないよう鋭意

努力をして参りますが、荷主企業の皆様におかれましてもトラック運送業界における現下の窮状

にご配慮いただき、当会員事業者がお伺いした折には、適正な運賃等へのご理解を頂きますよ

う、よろしくお願い申し上げます。

冊子「物流クライシス」を回避するために！
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